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名占尿出入国在偶管理局収容場保安計幽

( bl的）

この計｜由iは，名肯墨出入問権制管理i!IJ収容場響備執務細則（以下

｜瞥備執務キllJUリJという ，）第 1・1条 1項に ;1£づき ，被似存者処遇

規則（以ト「処遇規則j という ι）第 3条に規定ナる保安卜．の事故

及び非常災害（以下’非常事態 止いう む）が発生した場合的被収

容者の取扱い及び収容場の保安について定めることを口的 t・するc

第 1

（瞥備休制）

第 2 常 1<1）：事態が発牛ーした場合における警備体制は，名古岸．出入同布

儲管理主主非常召集要領及び名古屋出入国宅留管理局防災要領による

Llか，この計画に定めるところ（ごよる 3

処j宣告IS門首席入国笹｛柿官（以下 I処遇部門首席 iという 。）は，

非常事態が発＇ I：したときは．入国警備宵を特別編成（別表，以下「特

別枠備体制 J という．）して．その任務に当たらせるもの とする

2 

（非常事態に対する応急措置）

第九 処遇制門男チ I＇＞＜~処遇 l!l 当及び IJ.. チ 1x：処遇担当 cJ ） 各統括入国瞥m1官

（以下’処遇初当i徒指Jという） l'J ..非常事態が発生し行 場合は，

（局長に事故ある j~. 合は次長 、 以下同じ む） に報告すろ

とともに，処遇部門街席ぴ｝指障を受け，特月lj瞥備体制が執られる ま

での｜目j，次ぴ｝惜置を耕lらなければならないコ

被収容者の身体 ・生命を（果論十ること 「

被収容者の逃走を防止すること r

被収容者の不安動掃を押さえ，暴行， 器物指壊等（／）姥＇I.を自殺，

！任九に防長

、、，，，
i
 

，，．‘、

(2) 

(3) 

防止すること ，

fr庁職員に収容J易及びその周辺において火災が発作．したときは，

連絡し，初期消火に努めるとともに消防署に急報すること

(S) 

被！Ix存者を合｜声jli'fri:外に避難♂せん：ければならない状態と認めた(6) 

第 5＜］・1制定に基づき・拍・置を執ること L

（逃走におlする措置）

トきは．



第 4

2 

｛被収草卒者の避難）

第 5 処i出担当統t;tiは．非常災害が発生したときは，次の方法により被

収容者を庁舎外避雛場所へ護送しなければならない。

( 1) 庁舎から出火した場合は，非常 11・階段 (ljll似：11I 2 ）を利用し

て・・・・・・・・・ OJI！限］ 3，避難場所のとおり 。）に避難させるな

ど，事態に適応した臨機応変の措置を執るc

(2) 火災以外の非常災嘗が発生した場合ば，その事態に適応した拘：置

を執る。

(3) 前各号により被似存者をjず舎外に誘待避難させた後，なお，身柄

の安全確保のため必要があるときは， 圃圃圃圃園に護送し， ．

Ii－るものとする。

( . u寺解放）

第G 処遇l11当統指！ま，名吉尾出入問在儲管理局被収容者処遇細則第 2

0条の規定により 一時解放するときは，被収存者に対し解放の銀日

午後 5時までに指定した場｝う！？に必ず出頭すること及びやむを得ない

乍情により出頭できないときは，速やかに道話，電報等によりその

事情及び居所等を連絡するよう指示しなければならない

（非常利集）

第 7 処遇部門首席ば，執務時間外文は休円等に非常事態が発生したと

きは，入国警備官全員を非常召集して特別警備体制を命じるものと

するの

2 前填の非常召集は，名古屋出入凶権留管理局非常召集要領の規定



を向島用する。

（関係機関への協）J依頼）

第 8 処遇部門首席は，入問答備宵のみでは事態の収拾ができないと宇lJ

断した止さは，局長に報告し指示を受け，関係機関に協力を依頼す

ることができる。

2 処遇担当統婦は，執務時間外文は休日等において，非常事態が発

生し入国粋備官のイf集を待ついとまがないときは，処遇部門首席の

指示を受けて関係機関に協力を依頼することができる。

. ( Jじ削IJ) 

第 9 処遇部門凸・席は，この ~I·画の実施に当たり局長の指示を受けて人

凶守予備官以外の職員に対し，必要な共助を求めることができる。

2 前項により共助を求められた入同警備官以外の椴員は，直ちに処

遇部門首席の指揮下に入るものとする。

(If.拠の保全）

第 10 入国管備官Lt，逃走，暴行，向殺．その他の事故において被収

容者が使用した用具及び施設の倣壊状況等の保全並びに写真撮影

や行うなど，証拠の保全に努めなければならないc

（訓練結果報告）

第 lI 処巡部門首席は，幸子備執務k:lll則第 14条第 2項の規定に基づく

訓練を実施したときは，その結果を被収容者の避難t瞬時訓将！実施

報告書（別記様式）により局長に報告しなければならない

附WI

このJI・画は，平成 16年 4~ l Hから施行する

この計画は，ヤ－成 20年 4月 1日から施行する

この計画は，平成 2（〕年 4月 28日から施行する n

このト阿は，令羽l元年 12月 18 Hから施行する
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彼収容者の避難誘導訓練実施報告書

令和 年． 月 日

名占－燥Ill入国在留管理局長 殿

名古属出入国在留管F理局処遇部門
首席入問警備’ff 印

被収容者ω避難誘導訓練を実施したので，次のとおり報告します。

報 lb 
Eコ 事 項

実 施日時 令和 年 月 n 
時 分 から

時 分まで

処遇部門首席入国瞥｛碕官以ド 名

（内訳）

実施人員 ｜ 仮装彼収容者

嘗備第1£11.

~備第2班

警備第3駅

調査班

情報班



実 施状況

その他


